
対象車種　原動機付自転車（50㏄以下　白プレート）
交付場所　和水町役場　税務住民課　または　三加和総合支所　住民課
必要なもの　所有者および使用者の印鑑（代理人が来庁する場合は、代理

人の印鑑も必要です。）
現在使用中のナンバープレート
標識交付証明書（ない場合は、自賠責保険の証書）

そ の 他　手数料は無料（紛失の場合は有料です。）

※ナンバープレートを交換する場合は、記号・番号が変わりますので、自賠責保険などの切り替え
の手続きが必要です。保険会社などに確認のうえ、手続きを行ってください。

　12月３日（月）から、ご当地ナンバープレートまたは標準ナンバープレートのいずれかを選択で
きるようになります（ただし、番号選択はできません。）。
　現在、ご当地ナンバープレートを持っている人も１回限り新しい標準ナンバープレートに交換が
できます。

出店場所　金栗四三生家記念館（和水町中林546番地）
出店期間　2019年１月11日～ 12月23日（無休）

※出店１回当たり最長１週間。期間中何回でも出店可。
出店時間　午前10時頃～午後４時頃
出店品目　米・野菜・果物などの特産品、郷土料理（食品臨時営業許可者や行商許可者に限ります。）、

伝統工芸品など
出 店 料　（１日・１区画（３m×３m）当たり）

■町民および町内事業所　　1,000円
■町　　　　　　　　外　　2,000円
※平日は半額とします。
※移動販売車の１区画は、移動販売車の車両サイズとします。

出 店 数　１日当たり最大６店舗（区画）程度
出店方法　■金栗四三生家記念館使用許可申請書に必要事項を記入の上、社会教育課に提出してく

ださい。
■出店スペースに限りがありますので、お早めの申請をお願いします。

金栗生家記念館の広場で、観光客に対して、町の特産品や郷土料理などを
販売する出店者を募集しています。
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問い合わせ先　本庁　税務住民課　町民税係　　☎0968・86・5723（内線514）
総合支所　住民課　税務住民係　☎0968・34・3111（内線754）

原動機付自転車（50㏄以下　白プレート）の
ナンバープレートが選択制になります

問い合わせ先　和水町教育委員会　社会教育課　☎0968・34・3047

金栗四三生家記念館出店者募集 ! !
❶農地の近くに藪などの潜み場所があると、イノシシが安心して農地に近づくことができます。

また、山へは戻らずに農地近くの潜み場所で生活をするようになります。

❷電気の通っていない電気柵に出会ったイノシシは、電気柵は怖くないものだと学習してしま
います。

❸体は剛毛で電気に触れても平気。イノシシが感電するのは鼻だけです。　　　　　　　　　
うり坊の鼻の高さが約20㎝、大人のイノシシの鼻の高さが約40㎝になります。

❹柵の外側に人がゆったりと歩けるくらいのスペースがあると、イノシシは警戒して近寄って
きません。

❺作物が柵の近くに植えられていると、イノシシはどうにかしてその作物を食べようとします。
その結果、柵を突破されたり壊されたりします。作物が遠くに植えられていると、イノシシ
も諦めます。

❻電気柵の電気は、電線に当たったイノシシの鼻から足に向かって流れます。　　　　　　　
電気を通しにくいコンクリートやアスファルトにイノシシの足が接しているとうまく電気が
流れず、あまり効果がありません。

❼稲刈り後に生える二番穂やレンゲはイノシシにとって冬を越すための貴重な栄養源です。 　
栄養を蓄え冬を越したイノシシは翌年再び現れます。畑を守るには、稲刈りの後が特に大事
な時期です。

❽９月以降に草刈りをすると、春に生えるはずの青草が冬に茂り、動物のエサになります。　
もし５頭の子どもがうまれても自然下では約半数しか大人になれませんが、母親の栄養状態
が良いと全ての子どもが大人になってしまい、結果イノシシが増えていくことになります。

守れる電気柵８箇条
１．柵の近くに潜み場を作らない ２．電柵は24時間365日通電 ３．電線は地面から

　　　　20㎝と40㎝の高さ

４．柵の外１ｍは何もないように ５．柵から１ｍ離して植える ６．コンクリート、アスファルト
の近くに設置しない

７．稲刈りの後こそ電柵を張ろう ８．草刈りは８月まで 正しい使い方を
知ることで

あなたの農地が
守られます

問い合わせ先　総合支所　農林振興課　林務係　☎0968・34・3111（内線725）

電気柵設置を見直して鳥獣被害を防ぎましょう !総
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